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補正予算特別委員会民生福祉分科会会議記録 

１．日 時  平成３０年 ５月 １日 

２．場 所 議員協議会室 

３．出席議員 木戸貞一、大西基雄、小畠政行、向井千尋、前田えり子、森本

富夫、 

４．欠席議員 なし 

５．会議に付した事件 

 

議案第４４号 平成３０年度篠山市一般会計補正予算（第１号） 

 

開会 

 

木戸座長 挨拶 

 

（開会） 

 

日程第１、議案第４４号 平成３０年度篠山市一般会計補正予算（第１号） 

 

保健福祉部 

 

■地域福祉課より、補正予算書に基づき説明 

 

＜主な意見＞ 

前田委員   障害者福祉費に関し、これまで篠山市社会福祉協議会に委託している

高齢者外出支援サービス事業については、継続して取り組むのか。 

保健福祉部  障がい者にかかる外出支援サービスについては、民間の介護タクシー

利用料金の一部を助成し、実施する。高齢者の外出支援サービスについ

ては、現状どおり社会福祉協議会に委託し、実施していく。 

小畠委員   企画費に関し、高齢者のタクシー利用助成に加え、障がい者の方も対

象とするとのことであるが、75歳以上の方と同条件で利用できるのか。 

保健福祉部  指摘のとおり、75歳以上の方と同条件で利用できる。 

小畠委員   介護タクシーを運行する事業者が用意出来る車両台数はどの程度か。 

保健福祉部  介護タクシーに係る事業者は 4社ある中、車いす仕様の車両が計７台、

車いす仕様ではない車両が 2台ある。 
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小畠委員   送迎の範囲内において、最も費用の高い金額はどの程度か。 

保健福祉部  今田町五月丘から市役所までの経路で計算したところ、移動距離

20.2km、7,360円となった。 

向井委員   障がい者に係る外出支援サービスの両区分における身体障害者手帳、

療育手帳、精神障碍者保健福祉手帳保持者の内訳を説明されたい。 

保健福祉部  障がい者の方の外出支援サービスの対象者 89人については、下肢・体

幹の障がい 1 級または 2 級の方である。療育手帳及び精神障害者保健福

祉手帳所持者で常時車いすを利用されている方は把握できないことに加

えて、体幹又は下肢障害により身体障害者手帳 1、2級を所持されている

方が常時車いすを利用される方とは限らないことから、対象者数につい

ては、想定であると理解いただきたい。 

高齢者のタクシー利用助成の対象者を 802人としているが、重複保持

者を除いた数字であることをご理解いただきたい。それぞれの保持者数

を単純集計すると、身体障害者 1、2級が 818人、療育手帳 A判定が 108

人、精神障害者保健福祉手帳 1級が 44人である。 

木戸座長   障がい者の方の外出支援サービスと篠山市社会福祉協議会に委託して

いる高齢者外出支援事業の違いは何か。 

保健福祉部  社会福祉協議会に委託している事業は、高齢者を対象とするものであ

る一方、当該外出支援サービスについては障がい者を対象としている。

なお、障がい者の外出支援サービス事業が民間事業所で安定的に運行が

でき、継続性が見込めそうであれば、将来的には障がい者に留まらず高

齢者についても民間の事業者で対応していくことも視野に入れている。

実際に事業を進める中で柔軟に取り組んでいきたい。 

木戸座長   障がい者に係る外出支援サービスにおける利用率として 37％を想定

し、助成額を見積もっているが、仮にこの利用率を越える利用があった

場合はどのように対応していくのか。 

保健福祉部  予算を越える需要がある場合には補正で対応していくことになると考

えるが、現状は予算の範囲内に収まると見込んでいる。 

木戸座長   市内に診療科目がない場合のみ、三田市・丹波市の医療機関までの利

用も可となっているが、市内医療機関において紹介状を得た上で、市外

医療機関で診療となった場合は、助成を受けられないのか？ 

保健福祉部  都市部までタクシーを利用するとなるとかなり高額になること等、高

齢者へのサービス同様、市内のみとし、運行の対象としない。 

木戸座長   障がい者の高齢者タクシー利用助成について、利用率を 2 割と設定し

ている根拠は何か。 

保健福祉部  障害者手帳を所持している場合、バスや電車については、半額で利用

できることや、若い障がい者の方は家族の運転する車で移動されると想



 3 

定したこと等から、20％の利用率で算出している。 

小畠委員  介護タクシーは、訪問介護員等の資格を有していると思うが、現在、地

域で取り組んでいる有償運送サービス事業を拡充して、障がい者の方もサ

ービス対象とすることはできるのか。 

保健福祉部 一般乗用旅客自動車運送事業における介護タクシーの資格要件として、

介護の資格及び介護職員初任者研修が必要となる。地域で取り組んでいる

有償運送サービスでは、介護の必要な方の送迎はできない。 

 

■意向確認 

 

議案第４４号 平成３０年度篠山市一般会計補正予算（第１号） 

― 修正・反対等の意見なし ― 

 

 

（閉会） 

 

大西副座長 挨拶 

 

 

閉会 

 

 

 


